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策定にあたり 

 

本市では、将来にわたり必要な市民サービスを持続的に提供していくためには、既

存の公共施設の抜本的な見直しを行う必要があるとして、公共施設の現況や老朽化、

利用者数などの状況把握を行うため、平成23年10月に「中野市公共施設白書」を作成

しました。この公共施設白書を参考資料として各公共施設の管理運営方法の検討、民

間活力の導入、施設の統廃合や他用途への転用などに取り組むため、平成25年12月に

「中野市公共施設管理運営方針」を策定し進めてきました。 

今後、更なる人口減少、少子高齢社会を迎えるにあたり、市が保有する公共施設全

体の将来像を再検討することが必要と考え、平成27年12月に新たな公共施設白書を作

成し現状把握に努めました。 

平成28年４月に公共施設白書を基として、公共施設の最適化、また、道路、橋りょ

う等の公共インフラの長寿命化を図り、今後のあり方について基本的な方向性を示すも

のとして「中野市公共施設等総合管理計画」を策定し、令和３年８月には、施設ごとに

今後の方針を定めた「個別施設計画」も策定して、将来にわたって持続可能な行政サー

ビスを維持するため、公共施設の適正配置と有効活用に取り組んできました。 

第１次計画においては、延床面積ベースで「20％の縮減」という目標を掲げ、各施設

の老朽化状況や利用ニーズの変化を多角的に分析してまいりました。この10年間、個別

施設計画に基づく統廃合や未利用施設の譲渡などを計画的に進めた結果、これまでに

13.8％の縮減を達成し、公共施設の最適化に向けた確かな一歩を記したところです。 

しかしながら、依然として老朽化に伴う維持管理コストの増大や、少子高齢化に伴う

人口構造の変化など、公共施設を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

本「第２次中野市公共施設等総合管理計画」は、これまでの取組の成果と課題を正し

く評価し、第１次計画の基本方針を継承しつつ、残る目標の完遂に向けて策定するもの

です。第１次計画で構築した施設マネジメントの土台を活かし、次世代へ負担を先送り

しない、安全・安心で持続可能な公共施設の姿を目指してまいります。 
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第１章 本計画の概要
 

１ 計画策定の目的 

公共施設等については、人口減少や少子高齢化の進行などによる社会構造の変化や

市民ニーズが多様化・複雑化していることに加え、高度経済成長期やバブル経済時に

集中的に整備された施設が多く、今後、老朽化や耐震性不足に伴う改修や更新の時期

を迎えます。 

一方、財政面では、人口減少に伴う納税義務者数の減少や、平成28年度から普通交

付税の合併算定替えの特例措置の縮小により、地方交付税が減少するほか、社会保障

関連経費の増加など、一層厳しさを増すことが予想され、これまでのような水準で公

共施設等への投資を継続していくことは困難であり、公共施設等のあり方については、

抜本的に見直しを行う必要があります。 

このため、本市における公共施設等の適切な規模とあり方を検討し、マネジメント

を徹底することにより、必要な機能を維持しつつ、可能な限り次世代に負担を残さな

い効率的・効果的な公共施設等のあり方を実現するために、「公共施設等総合管理計

画」を策定します。 
 

２ 対象範囲 

 本市が保有する公共施設と公共インフラを対象とします。公共施設については、11

に分類して現状等の把握や基本的な方針を検討します。 

公共インフラについては、道路、橋りょう、上水道施設（管路を含む）、下水道施設

（管路を含む）を対象として現状等の把握や基本的な方針を検討します。 
  

 
 
 
① 学校教育系施設 （小学校、中学校、学校給食センター） 
② 市民文化系施設  （集会・文化施設） 
③ 社会教育系施設  （図書館、博物館等） 
④ スポーツ・レクリエーション系施設（スポーツ施設、レクリエーション・観光施設） 
⑤ 産業振興施設（農林業振興施設、商工業振興施設） 
⑥ 子育て支援施設（保育所等、幼児・児童施設） 
⑦ 保健・福祉施設（高齢者福祉施設、障がい者福祉施設・授産施設、保健施設） 
⑧ 行政系施設（庁舎等、消防施設、防災倉庫等、情報センター） 
⑨ 市営住宅  
⑩ 公園 
⑪ その他施設（駐車場等、公衆トイレ、教職員住宅、資機材置き場、貸館、霊園、その他） 

 

 

 
 
 
① 道路 
② 橋りょう 
③ 上水道施設（処理施設・管路） 
④ 下水道施設（処理施設・管路） 
 

 

公共施設 

公共インフラ 
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第２章 公共施設等の現状と課題 
１ 公共施設の保有状況 

大分類 中分類 施設数 
建物 

棟数 

延床面積 

（㎡） 

学校教育系施設 

小学校 7 65 39,056.70 

中学校 4 37 34,333.00 

学校給食センター 2 2 3,357.28 

市民文化系施設 集会・文化施設 8 10 13,361.97 

社会教育系施設 
図書館 4 1 2,985.75 

博物館等 4 17 4,379.66 

スポーツ・レクリエーション系施設 
スポーツ施設 17 13 10,487.91 

レクリエーション・観光施設 10 10 3,446.13 

産業振興施設 
農林業振興施設 8 15 5,788.86 

商工業振興施設 4 10 3,864.95 

子育て支援施設 
保育所等 8 12 10,183.29 

幼児・児童施設 14 16 6,671.68 

保健・福祉施設 

高齢者福祉施設 2 1 187.97 

障がい者福祉施設・授産施設 7 7 3,605.25 

保健施設 1 1 2,158.71 

行政系施設 

庁舎等 6 5 10,066.46 

消防施設 14 14 1,489.94 

防災倉庫等 27 28 1,042.53 

情報センター 1 0 410.54 

市営住宅 市営住宅 7 100 16,202.09 

公園 公園 53 44 2,810.02 

その他施設 

駐車場等 15 3 152.60 

公衆トイレ 14 14 202.27 

教職員住宅 4 4 756.69 

資機材置き場 7 7 1,108.65 

貸館 4 4 716.48 

霊園 1 2 62.87 

し尿等投入施設 1 1 166.67 

その他 5 9 6,346.96 

合  計 259 452 185,403.88 

 

                                     

令和７年４月１日現在 
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令和７年４月１日現在で本市が保有する公共施設は 259施設、452棟、延床面積は

185,403.88㎡となります。最も広いのは学校教育系施設で 76,746.98㎡（41.4％）、

次いで子育て支援施設で 16,854.97㎡（9.1％）市営住宅で 16,202.09㎡（8.7％）に

なります。 

  

 

 

  

 

 

  

学校教育系施設

41.4%

市民文化系

施設

7.2%

社会教育

系施設

4.0%

スポーツ・レク

リエーション系

施設

7.5%

産業振興施設

5.2%

子育て支援施設

9.1%

保健・福祉施設

3.2%

行政系施設

7.0%

市営住宅

8.7%

公園

1.5%

その他

施設

5.1%

【図１】 分類別延床面積の割合 
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公共施設を整備年度で捉えると、多くは昭和40年代から平成期にかけて建設されて

おり、築30年以上（58.9％）になります。また、旧耐震基準で建設された昭和56年以

前の建築物は48,924.40㎡（26.4％）を占めています。 

築50年以上を経過した建物は90棟あり、特に古い建物は旧山田家住宅の９棟のうち

８棟が江戸時代末期から大正時代にかけての建築、中野陣屋・県庁記念館の２棟が 

昭和10年に建てられたものです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

【図２】 年度別整備延床面積（公共施設） 
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２  公共インフラの保有状況 

 ⑴ 道路 
 

大分類 中分類 総延長（ｍ） 総面積（㎡） 

道路 

市道 883,231 3,811,943 

農道 27,433 ― 

林道 24,224 ― 

合  計 934,888 3,811,943 

 

市道の延長は883,231ｍで、農道・林道を加えた総延長は934,888ｍとなります。

市民１人当たりは約23ｍとなります。 

  ※自転車歩行者道は延長1,927ｍ（面積6,040㎡）となります。 

 

 

 

 

【図３】 道路別延長 

 

国勢調査をもとに推計した令和７年 10 月１日現在の市の人口は 40,085 人です。 
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⑵ 橋りょう 

市は205の橋りょうを保有しており、総延長は2,561ｍ、橋りょう道路部の総面積

は16,621㎡となっています。橋りょうの整備状況を年度別にみると、昭和50年度か

ら平成９年度までに多く整備され、それ以降はあまり整備されていないことがわか

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４】 年度別整備数 

 



 

 
中野市公共施設等総合管理計画 

- 8 - 

 

⑶ 上水道 

 ① 上水道管路 

上水道の管路総延長は令和６年度末時点353,540ｍで、そのうち配水管が

308,100ｍと全体の約87％を占めています。 

年度別整備状況をみると、下水道整備に合わせて整備・更新したこともあり、

昭和55年度以降に集中していることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 上水道施設 

 

大分類 中分類 施設数 建物棟数 敷地面積(㎡) 延床面積(㎡) 

上水道施設 上水道施設 2 2 10,444.0 1,020.1 

 

本市では、昭和43年度に栗和田浄水場、昭和60年度に田麦浄水場を整備してお

り、その総延床面積は1,020㎡となっています。 

浄水場では、水源より取水した水を浄化・消毒し、水質基準に合った水道水と

して安定的に供給するため、必要なメンテナンスを毎年行っています。 

 

 

 

 

 

 

【図５】 年度別整備延長 
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 ⑷ 下水道 

  ① 下水道管路 

下水道の管路総延長は令和６年度末時点358,197ｍで、管種では硬質塩化ビニル

管が313,989ｍ（87.7％）、コンクリート管が40,032ｍ（11.2％）と、高い割合を

占めています。 

年度別整備状況をみると、昭和56年度以降、他の公共インフラよりも短期間に

整備されたこともあり、更新を迎える時期が集中することがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ② 下水道施設 

   

大分類 中分類 施設数 
建物 

棟数 

敷地面積 

（㎡） 

延床面積 

（㎡） 

下水道施設 下水道施設 4 8 44,113.4 10,512.3 

農業集落排水施設 農業集落排水施設 ８ 11 24,412.6 5,685.1 

合  計 12 19 68,526.0 16,197.4 

 

本市には、公共下水道浄化管理センターが４施設、農業集落排水施設の処理場

等が８施設あり、その総延床面積は16,197.4㎡となっています。 

浄化管理センターや農業集落排水処理場は、家庭の雑排水をきれいにし、環境

基準に合った排水を行うため、建築年数にかかわらず毎年メンテナンスを行い、

環境を保全しています。 

 

【図６】 年度別整備延長 
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３ 公共施設等に関するこれまでの経過 

(1) 過去に行った対策の主な実績 

  ・利用者数の推移などから効率的運営を図るため、市内３カ所にある給食セン

ターの１つである豊田学校給食センターを廃止し北部学校給食センターへ

統合しました。(学校教育系施設) 

  ・屋内ゲートボール場(東山)について、老朽化のため賃貸借期間を更新せずに

施設を解体し更地にして土地所有者に返還をしました。(スポーツ・レクリエ

ーション系施設) 

  ・利用者の利便性と施設の効果的な施設運営を行うため、勤労青少年ホーム及

び働く婦人の家を、併設する中央公民館に転用しました。(産業振興施設) 

  ・施設の老朽化及び利用者ニーズの減少などから、帯の瀬農産物加工施設につ

いて、賃貸借期間を更新せず、建物の無償譲渡を行い廃止しました。また、

上今井なめこ栽培施設についても上記の理由から施設を廃止し解体を行い

ました。(産業振興施設) 

  ・管理の効率化や経費削減のため、中央子育て支援センターについて中野保健

センターへ移転を行い、旧中央子育て支援センターの土地建物について賃貸

借契約を解除し返還をしました。(子育て支援施設) 

  ・利用者数の推移などから効率的運営を図るため、市内４カ所にあるデイサー

ビスセンターのうちうまし苑及びつどい苑についてデイサービスセンター

さくらに統合し、その後、無償譲渡を行い廃止しました。(保健・福祉施設) 

  ・廃校及び用途廃止となった施設の利活用を推進するため、旧豊井小学校、旧

科野小学校、旧長丘保育園、旧長丘放課後児童クラブ、旧北部子育て支援セ

ンター、旧中野社会就労センター豊井分場及び旧市民センターの土地建物に

ついて民間へ売却しました。（学校教育系、子育て支援、保健・福祉、産業振

興施設） 

  ・事業の廃止のため、えのき茸栽培施設（上今井）解体し更地にして土地所有

者に返還をしました。(産業振興施設) 

  ・利用者の利便性と施設の効果的な施設の管理運営を行うため、晋平の里間山

温泉公園、斑尾高原体験交流施設及び旧中心市街地活性化施設の土地建物に

ついて民間へ売却しました。(スポーツ・レクリエーション系施設) 

  ・農機具保管施設の片塩、赤岩、若宮、穴田については、使用者に譲渡し、新

野、桜沢、豊津については、使用されないことから解体をしました。(産業振

興施設) 

  ・管理の効率化や経費削減のため、体育施設倉庫について賃貸借契約を解除し

返還をしました。(社会教育系施設) 

  ・南永江地区交流センターについて、地元自治会に無償譲渡しました。(市民文

化系施設) 

  ・公共施設として利活用しないと判断した三好町庁舎、南宮庁舎及び旧中野高
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校について解体をしました。（行政系、その他施設） 

  ・用途廃止となった教職員住宅（北永江、宮浦、延徳、飯綱平）の土地建物に

ついて民間へ売却しました。（その他施設） 

 

(2) 年度別公共施設保有量(延床面積)の推移 
平成30年度から令和６年度までの公共施設の主な増減は、令和元年度は高社

小学校（延床面積567.00㎡）（学校教育系施設）の増築、屋内ゲートボール場（延

床面積△1,085.62㎡）（スポーツ・レクリエーション系施設）を解体しました。 

令和２年度には豊田小学校（延床面積3514.19㎡）（学校教育系施設）及び防

災備蓄倉庫（延床面積177.6㎡）（行政系施設）を新設しました。 

令和３年度には旧豊井小学校（延床面積△4,598㎡）を、令和４年度には旧科

野小学校（△延床面積3,238㎡）（学校教育系施設）をそれぞれ民間へ売却しま

した。 

令和５年度には晋平の里間山温泉公園（延床面積△1,469.01㎡）と斑尾高原

体験交流施設（延床面積△1,786.10㎡）（スポーツ・レクリエーション系施設）

を民間へ無償譲渡、旧永田小学校の教室棟等（延床面積△2,789㎡）（学校教育

系施設）を解体し、ふるさと交流拠点施設（スポーツ・レクリエーション系施

設）として敷地を活用、市民会館をリノベーション（増築651.11㎡）（市民文化

系施設）により整備、令和６年度には旧中野高等学校校舎他（延床面積△

1,557.02㎡）（その他施設）及び旧南宮庁舎（延床面積△729.48㎡）（行政系施

設）を解体しました。 

 

 

 

【図７】 公共施設保有量(延床面積)の推移 
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(3) 有形固定資産減価償却率の推移 
   有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の償却がどの程 

度進んでいるかを表しています。償却率が大きいほど、老朽化が進んでいること 

になります。 

   令和５年度の本市における有形固定資産減価償却率(建物)の最も高い施設は、

99.6％の公営住宅で、次いで高いのは83.6％の公民館となっており、最も低いの

が市民会館で3.8%となっています。 

   ほぼ、全ての分類において償却率が毎年度増加傾向にあり老朽化が着実に進ん

でいます。 

 

 

分類名 
有形固定資産減価償却率(％) 

R2 R3 R4 R5 R5（県平均） 

学校施設 60.1 61.9 57.5 58.7 65.8 

公民館 76.9 79.1 81.5 83.6 63.6 

市民会館 100.0 100.0 100.0 3.8 51.3 

図書館 58.2 47.6 50.7 53.3 53.5 

体育館・プール 74.6 77.1 78.9 80.4 65.8 

認定こども園・幼稚園・保育園 36.5 39.6 42.9 46.2 59.0 

児童館 57.5 58.2 59.9 59.0 65.0 

福祉施設 75.6 78.8 80.4 78.8 60.1 

保健センター・保健所 66.0 68.2 70.4 72.6 60.2 

庁舎 11.2 15.1 18.7 21.6 52.6 

消防施設 53.3 60.1 62.3 63.3 69.3 

公営住宅 98.2 98.8 99.4 99.6 68.4 

一般廃棄物処理施設 67.2 71.9 76.0 76.7 59.3 

４ 現状や課題に対する基本認識 

(1) 公共施設等の保有状況及び老朽化等 

   公共施設の中で、学校教育系施設が全体の約41％を占めるなど特定の分野に偏

りがあります。また、老朽化が著しい施設や利用状況の改善が必要な施設があるな

ど、施設を適正に保つには大規模な改修や更新が必要となります。 

 

(2) 人口推移の見通し 
   本市の人口は、平成 12 年(2000 年)に 47,845 人を記録して以降、平成 27 年(2015 

年)には 43,909 人、令和２年（2020 年）に 42,338 人に減少しています。 

中野市人口ビジョン 2026 によると人口減少は今後も続くことが予想されてお

り、令和 32 年(2050 年)の目標人口は 31,000 人としています。 

  人口構成別に見ると、各世代ともに減少傾向にありますが、特に生産年齢人口

施設類型別の有形固定資産減価償却率 
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(15 歳～64 歳)が大きく減少すると推計されております。  

人口構成の変化や人口減少による未利用施設の発生が懸念されるなど、公共施

設のニーズや利用形態の変化が想定されています。また、インフラ施設において

は、対象人口の減少による供給量等需要の変化が想定されます。 

   このことから、状況の変化に合わせ既存施設の活用方法の見直しや施設規模等

の検討を的確に行い、住民ニーズに対応する必要があります。 

 

(3) 財政状況の見通し 

   少子高齢化の進行に伴う人口減少により、市税の減収が予想される一方、社会

保障費などの義務的経費の増加が見込まれます。また、物価高騰、激甚化・頻発

化する自然災害、少子高齢化・人口減少、労働力不足などの情勢の変化と多様化

する住民ニーズは、今後、新たな行政需要を生み出すこととなります。そのため、

現在保有する全ての施設を維持するための更新等費用の確保は困難な状況です。

これからの施設維持においては、あらゆる面からコスト縮減を検討し、費用の平

準化に努める必要があります。 

   そのためには、点検・診断を的確に行い、住民ニーズは元より費用対効果を含

めた公共施設全体を見渡し計画的に実施する必要があります。 
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第３章 人口・財政の状況と今後の見通し 

 

１ 総人口と年代別人口の今後の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の将来人口推計によると、

本市の人口は、平成12年の47,845人をピークに減少し、令和32年にはピーク時から

38.3％減の29,508人になると推計されています。 

 年齢構成別にみると、財政負担の中心的な役割を果たす生産年齢人口は、少子高齢

化の進展に伴い、平成７年のピーク時、30,384人から令和32年には55.2％減の13,606

人と、総人口の減少よりはるかに大きく落ち込むことが予想されています。 

 

 
出典：中野市人口ビジョン2026 

 

地域別にみると、過去の減少率から見ても豊田地域は中野地域に比べて人口減と

少子高齢化が、一層進むものと予想されます。 
 
 
 
 
 
 

【図８】 年齢３区分別人口構成の推移（社人研推計） 
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出典：国勢調査（総務省） 

地域別人口減少状況 

    

 

２ 財政状況 

 ⑴ 歳入 

  本市の令和６年度の一般会計の歳入決算額は267.2億円となっています。その内

訳は、市税が67.5億円と最も多く、約25％を占めています。次いで、地方交付税が

57.7億円となっています。 

過去の推移を見ると、平成21年度からは200億円前後で推移していますが、令和２

年度は国庫・県支出金の増により過去最大の290億円超の歳入決算額となったほか、

令和４年度以降は270億円前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野地域 Ｓ60年 Ｈ2年 Ｈ7年 Ｈ12年 Ｈ17年 Ｈ22年 Ｈ27年 R２年 Ｓ60－R２ 

人口（人） 40,532 40,996 42,292 42,624 41,902 41,139 39,668 38,498 -2,034 

減少率（％）   -1.1 -3.2 -0.8 1.7 1.8 3.6 2.9 5.0 

生産年齢人口(人) 26,096 26,528 27,253 26,993 25,985 24,856 22,952 21,372 -4,724 

減少率（％）   -1.7 -2.7 1.0 3.7 4.3 7.7 6.9 18.1 

豊田地域 Ｓ60年 Ｈ2年 Ｈ7年 Ｈ12年 Ｈ17年 Ｈ22年 Ｈ27年 Ｒ２年 Ｓ60－R２ 

人口（人） 5,573 5,472 5,237 5,221 4,886 4,499 4,241 3,840 -1,733 

減少率（％）   1.8 4.3 0.3 6.4 7.9 5.7 9.5 31.1 

生産年齢人口(人) 3,567 3,362 3,131 2,983 2,983 2,525 2,203 1,864 -1,703 

減少率（％）   5.7 6.9 4.7 0.0 15.4 12.8 15.4 47.7 

【図９】 歳入決算額の推移（一般会計決算） 
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⑵ 歳出 

本市の令和６年度の一般会計の歳出決算額は260.3億円となっています。その内

訳は、補助費等が52.2億円と最も多く、約20％を占めています。次いで、物件費が

48.2億円となっています。 

過去の推移を見ると、歳入決算額と同様に、平成21年度からは200億円前後で推移

していますが、令和２年度は、人件費や投資的経費、補助費等の増により過去最大

の290億円弱の歳出決算額となったほか、令和４年度以降は260億円前後で推移して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歳出のうち、公共施設の建設や道路などのインフラ整備、用地購入など社会資本の
形成に資する経費である投資的経費(災害復旧事業費除く)の内訳を見ると、年度によ
って大きなばらつきはありますが、公共施設に係る投資的経費が令和５年度に市民会
館リノベーション工事を実施したことなどにより最も高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【図 11】 投資的経費の内訳（一般会計） 

 

【図 10】 歳出決算額の推移（一般会計決算） 
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３ 公共施設等の更新等にかかる中長期的な経費見込 

第１次計画で試算した平成27年度から40年間、新たな建設、統廃合等は行わず、現

在保有する公共施設等を将来も同規模で更新するとした場合の必要コストを試算し

たところ、40年間で2,204.9億円、年平均55.1億円となり、令和２年度から令和６年度

の投資的経費の年平均額と比べて1.7倍になります。 

今後は２倍程度の投資的経費が必要と推測される一方、生産年齢人口の減少に伴う

市民税の減少や扶助費等の増加が予想される中、公共施設等を維持するために必要な

投資的経費や維持補修費に充当可能な財源の確保はより厳しくなっていくものと見

込まれます。 
 
 

  投資的経費 

R２～６実績 

単年平均 Ａ 

推  計 
倍率 

Ｂ/Ａ 
平成27年度～ 

40年累計 
単年平均 Ｂ 

公共施設 19.3 億円 919.6 億円 23.0 億円 1.2  

道路 7.5 億円  473.3 億円 11.8 億円 1.6  

橋りょう 1.1 億円 50.1 億円 1.3 億円 1.2  

上水道 3.3 億円 354.0 億円 8.9 億円 2.7  

下水道 0.9 億円 407.9 億円 10.2 億円 11.3  

合計 32.1 億円 2,204.9 億円 55.1 億円 1.7  
※各項目の金額と合計は一致しない場合があります。 
※投資的経費の実績には、用地取得費分を含めていません。 

 

⑴ 公共施設の将来負担コスト 

公共施設の令和２年度から令和６年度実績の投資的経費は、年平均19.3億円程度

となっています。 

  一方、平成27年度から40年間の更新費用は919.6億円、年平均23.0億円となりま

す。これまでの投資的経費の1.2倍になり、財政負担も大きいため、現状では全ての

施設の改修や建替えの実施が困難であることが想定されます。 

 

  

更新費用の推計  

                     

（億円） 

 

【図 12】 将来の更新費用の推計（公共施設） 

 



 

 
中野市公共施設等総合管理計画 

- 18 - 

 

⑵ 公共インフラの将来負担コスト 

  公共施設と同様に、平成27年度から40年間の更新費用を試算したところ、道路に

おいては473.3億円、年平均11.8億円となり、令和２年度から令和６年度の投資的

経費の1.6倍、橋りょうにおいては50.1億円、年平均で1.3億円となり、1.2倍となり

ます。上・下水道においては、過去の設備投資の多くが短期間に行われたこともあり、

更新時期が集中し市民の負担増は避けられません。 

  このように、これまでの手法では公共インフラを全て更新することは明らかに不

可能であり、更新時期の分散化や管理手法の見直しが必要となります。 

 

 

 
⑶ 人口減少による将来負担コスト増 

  現在保有する公共施設等を今後も維持し続けた場合、市民１人当たりの負担額は

令和２年度から令和６年度の平均額77,690円に対し、平成27年度から40年間の推計

平均額は144,905円で、1.9倍となります。 

  市民１人当たりの負担額を現状程度に維持するとした場合、公共施設等の４割以

上を維持し続けることができなくなります。 

 

 

  

R２～６年平均人口 40年間の平均人口 
倍率 

Ｂ/Ａ 
41,318人 38,025人 

単年平均 １人当たりＡ 単年平均 １人当たりＢ 

投

資

的

経

費 

公共施設 19.3 億円 46,711円 23.0 億円 60,487円 1.3  

道路 7.5 億円 18,152円 11.8 億円 31,032円 1.7  

橋りょう 1.1 億円 2,662円 1.3 億円 3,419円 1.3  

上水道 3.3 億円 7,987円 8.9 億円 23,406円 2.9  

下水道 0.9 億円 2,178円 10.2 億円 26,824円 12.3  

合計 32.1 億円 77,690円 55.1 億円 144,905円 1.9  

 

【図 13】 将来の更新費用の推計（公共インフラ） 

 

人口減少を考慮した将来負担の推計 

※40年間の平均人口は、中野市人口ビジョンに基づく推計値です。 

※各項目の金額と合計は一致しない場合があります。 
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⑷ 個別施設計画に基づく対策効果 

① 対策内容の考え方 

公共施設等の機能を維持するうえで必要となるメンテナンスは、施設の規模、

設置環境、利用状況等によって大きく異なり、過度な対応は管理経費の増大を

招き、過小な対応は機能の維持や利用者の安全確保に支障を来す可能性があり

ます。 

維持管理に当たっては、各施設の設置環境や利用状況を分析し、将来必要と

なる機能や、それを維持し続けるためのメンテナンスサイクルを構築するため

管理基準として、今後も維持する公共施設については「中野市公共施設保全ガ

イドライン」に基づき、非木造施設は80年、木造施設は60年を目標使用年数と

して、定期的な点検、診断を実施、計画的な維持補修によって長寿命化を推進

します。 

既存施設の更新に際しては、その施設のニーズを精査し、将来の負担を増や

さないためにも必要な施設のみ更新をします。 
 

構造別の目標使用年数 

 

 

 

 

 

② 対策効果を反映した経費の見込 

個別施設計画の方向性を踏まえた令和42年度(2060年度)までの40年間にお 

けるコストを「平成31年度版建築物のライフサイクルコスト(第2版)‐国土交通省

大臣官房官庁営繕部監修‐」により試算すると総額で更新費用は約827.7億円、年平均

20.7億円となります。 

構造種別 目標使用年数 

ＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート造）、ＲＣ（鉄筋コンクリート造）、ＰＣ ８０年 

Ｓ（鉄骨造）、ＣＢ（コンクリートブロック） ８０年 

ＬＳ（軽量鉄骨造）、Ｗ（木造） ６０年 
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【図 14】 計画に基づく将来の更新費用の推計（公共施設） 
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③ 対策による効果額 

個別施設計画に掲げる施設の方向性に基づいて譲渡や解体等により施設保総

量を削減し、今後も維持していく施設の劣化状況等の確認を行い、修繕等を計

画的に管理する予防保全によって長寿命化を図った場合、施設を単純更新した

場合と比べて約10.0％、約91.9億円のコスト削減につながると推測されます。 

 

大規模改修等 

施設を単純更新した場合の

見込(億円)① 
919.6 

個別施設計画に基づき対策を 

実施した場合の見込(億円)② 
827.7 

コスト削減効果(億円) 

 ①-② 
91.9 

削減割合(％) 

①-②/① 
10.0 
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第４章 公共施設等総合管理計画に関する基本方針

１ 計画期間 

公共施設等総合管理計画の計画期間は令和８年度から令和17年度までの10年間と

します。 

これは、第３次中野市総合計画や第５次中野市行政改革大綱とも連携を図りながら

推進すること、また、早期に目標を達成することにより、将来負担の軽減が図られるため

です。ただし、取組の進捗状況によっては必要に応じて適宜見直しをするものとします。 
 

２ 取組体制 

⑴ 庁内の連携 

 本計画は、副市長を部会長とする中野市公共施設最適化部会及び市長を本部長と

する中野市行政改革推進本部が中心となり推進します。また、公共施設や公共イン

フラを管理する各主管課を中心に、全庁的に取り組みます。市の財政や公有財産を

管理する企画財政課と連携を密に、公共施設マネジメント推進室が情報の管理・集

約を行います。 
 
⑵ 職員の意識改革 

本計画を推進するため、全職員が市の財政状況と公共施設等の現状を把握し、施

設の利用状況や管理経費について常に把握することで、「施設運営」から「施設経営」

への意識転換、コスト意識の向上に努めます。 

  

 ⑶ 市民、議会への周知と協力 

本計画の実行には、市民・議会等の理解と協力が必要不可欠です。市議会には機

会を捉えて説明し、意見を聞くとともに、市民等で組織する中野市行政改革推進委

員会の意見を聞いて、幅広く議論を進めていくことが必要です。また、広報、ホー

ムページ等による情報提供を行うほか、パブリックコメントも実施し幅広く意見を

聴取します。 
 

３ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

公共施設等を適正に管理し、現行の公共サービスをできる限り維持していくために

は、全職員が共通の課題として、現有施設を良好に保全・活用をするとともに、民間

活力を含めた新たな管理手法の導入により、経営資産として有効に運用していく必要

があります。 

各施設の利用者数や維持管理コストなどのデータを集約、比較することで、職員一

人ひとりが施設のあり方やコスト意識などの意識向上に努めることができます。また、

それらを市民や議会に公表することで、公共施設等のあるべき姿や必要な行政サービ

スの水準を共有・検討し、最適な行政サービスを提供することができ、施設利用率の

向上、実効性のある仕組みの構築が可能となります。 

 公共施設の管理については、次に掲げる基本的な考えで、戦略的な取組を推進します。 
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⑴ 長寿命化 

今後も維持する公共施設等については、定期的な点検、診断を実施し、計画的な

維持補修によって長寿命化を推進します。 

また、重大で致命的な損傷となる前に、予防的修繕を実施することにより、安心・

安全なサービスの提供に努め、財政負担の軽減と平準化を図ります。 

 

① 点検・診断 

公共施設等の維持管理に当たっては、各施設が有する機能や設置環境等に応じ、

日常的な巡視、定期的な点検を行っています。 

施設の変状を適時・適切に把握することは、利用者の安全を確保するために必

要な措置を講じるうえで必要不可欠ですので、これからも同様に進めていきます。 

 

② 維持管理・修繕・更新等 

公共施設等の機能を維持するうえで必要となるメンテナンスは、施設の規模、

設置環境、利用状況等によって大きく異なり、過度な対応は管理経費の増大を招

き、過小な対応は機能の維持や利用者の安全確保に支障を来す可能性があります。 

維持管理に当たっては、各施設の設置環境や利用状況を分析し、将来必要とな

る機能や、それを維持し続けるためのメンテナンスサイクルを構築するため管理

基準を設定します。 

更新に当たっては、その施設のニーズを精査し、将来の負担を増やさないため

にも必要な施設のみを更新します。 

道路、橋りょう、上水道、下水道などは、市民生活に必要不可欠なものであり、安

全性を確保するとともに適時・適切な維持管理を行います。 

 

③ 安全確保 

利用者の安全の確保を最優先とし、点検・診断等により事故の危険性が高い箇

所については、老朽化により今後活用する見込みのない施設を除き、速やかに応

急処置を実施するとともに、早期に修繕を実施します。 

 

☆☆☆ 策定している長寿命化計画等 ☆☆☆ 

・中野市立小中学校長寿命化計画（令和２年６月策定） 

・中野市保育所整備計画（令和７年11月策定） 

・中野市公営住宅等長寿命化計画（令和２年３月策定） 

・中野市橋梁長寿命化修繕計画（令和６年３月改訂） 

・中野市下水道ストックマネジメント（令和８年３月策定） 
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⑵ 耐震化 

公共施設の多くは、災害時に避難場所としても活用し、庁舎では被害情報の収集

や災害対策指示が行われるなど応急活動の拠点となります。 

これまでも、平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設としての

機能確保の観点から、耐震診断、耐震改修に着手し、耐震対策に取り組んできまし

たが、今後も、引き続き優先順位を設定し、計画的な耐震化を進めていきます。 

 

⑶ 適正な総資産量の設定 

公共施設については、効果的かつ効率的に活用・運用していくため、個別施設計

画において各施設の具体的な更新・集約化・複合化等の方向性を定め、将来の財政

力を見据えながら、適正な施設保有量を設定します。 

 

① 統廃合 

統廃合の対象となる施設については、用途が重複している施設、分野を超えて

重複している機能（会議室・ホール等）を持つ施設、稼働率が著しく低い施設を

中心に、設置の経過年数も考慮したうえで、統廃合の対象施設として検討します。

その際、パブリックコメントや施設利用者への説明会を実施し、統廃合を推進します。 

 

② 機能転換と用途変更 

   機能転換や用途変更の対象となる施設については、残りの耐用年数が多いもの

で、設置当初の目的を達成した施設、稼働率の低い施設、その一部に余剰スペー

スが発生した施設を対象に検討します。その際、パブリックコメントや施設利用

者への説明会を実施し、機能転換等を推進します。 

 
③ 複合化と集約化 

施設を更新するときは、まず複合化や集約化を検討し、一元的な管理運営を行

える体制づくりも検討します。 

 

 ⑷ 公共施設の管理・転用等のあり方 

  ① 協働の推進 

ＰＰＰ(※1)／ＰＦＩ(※2)、指定管理者制度、公共サービスのアウトソーシング

など、民間活力の活用を検討し、機能を維持・強化させつつ、コストの最適化を

図りながら、行政サービスの向上に努めます。 

 

② 地域とのかかわり 

地域や行政区にこだわらず、公共施設は市民共通の財産です。市民とともに公共施設

にかかる問題意識を共有し、課題解決に取り組みます。 

また、近隣市町村との共同運用や、サービスの連携が図られるか検討します。 
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⑸ ユニバーサルデザイン化 

公共施設等の改修や更新等に併せ、高齢者や障がい者、子育て世代等、誰もが利

用しやすい公共施設のユニバーサルデザイン化(※3)を推進します。 

 
⑹ 脱炭素化 

  太陽光発電設備の設置などによる再生可能エネルギーの導入や、ＬＥＤ照明等の

省エネ性能に優れた機器、資材の導入による消費エネルギーの省力化など、公共建

築物における脱炭素化を推進します。 

 

４ 公共施設等の縮減目標 

⑴ 縮減目標の設定 

平成28年に策定した第１次計画において「20％の縮減」を掲げ、施設の利用状

況や老朽化度合いに基づく統廃合、未利用資産の売却等を戦略的に進めた結果、

これまでに13.8％の縮減を達成しました。しかしながら、依然として公共施設経

営を巡る環境は厳しさを増しています。 

本市の人口は、令和７年から10年間で約10％の減少が予測されています。現在、

市民１人あたりの延床面積は4.6㎡であり、県内平均（4.8㎡）と同水準であるも

のの、全国平均（3.4㎡）と比較すると約1.3倍となっており、将来的に市民１人

あたりの維持管理コストが相対的に高まっていくことが懸念されます。 

令和２年から令和６年までの５年間において、公共施設への投資的経費は年平

均約19億円を投じてきました。今後、一斉に更新時期を迎える施設に対し、現状

の投資規模を維持したまま全ての施設を存続させることは、財政の硬直化を招く

恐れがあります。 

第２次計画では、第１次計画の基本方針を継承し、改めて令和17年度末までの

累計で20％の縮減を目指すとともに、将来の人口規模に見合った施設保有量の適

正化を進め、次世代に過度な負担を負わせない、持続可能な公共施設マネジメン

トを推進します。 

 

⑵ 目標達成のための具体的な対策 

① 新たに施設を設置する場合は、既存の建物・用地を利活用することとし、新

たな建物の建設、用地の取得を行いません。やむを得ず、新設する場合は、同

等以上の延床面積、敷地面積を有する建物・用地を縮減します（既存施設の更

新を除く。）。 
 

※１ Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間
のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。 
※２ Public Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用
することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法をいう。 
※３ あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず、多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザイン
する考え方。 
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② 既存施設の更新を行う場合は、事前に他施設との複合化又は併設を検討しま

す。複合化等が困難な場合は、用地は市有地を利活用することとし、建物の規

模は、将来の人口推計を鑑み、更新前と同等以下の延床面積とします。 
 

③ 施設を廃止し、建物を撤去する場合は、事前にその用地の後利用を検討し、

利活用が見込めないときは、その用地を売却します。 
 

④ 施設やインフラの更新・大規模改修を行う際は、国・県支出金、交付税措置

がなされている市債を活用し、一般財源の圧縮、費用の平準化に努めます。 
 

⑤ 施設の管理運営には多額の経費を要していることを踏まえ、人件費も含めた

トータルコストの削減を図るとともに、新たな収入の確保、近隣市町村の水準

に合わせた使用料の設定を行います。 
 

⑥ 民間の土地・建物を賃借している施設は、市有の土地等への移転、民間から

の土地等の取得を検討し、経費の削減に努めます。 

 

  

公共施設 
総延床面積 20％縮減 

公共インフラ 
保有量を維持 

① 施設の現況把握 

② 利用者ニーズの把握 

③ 利用率の改善策の検討 

個別施設のあり方・方向性の判断 

統廃合 
 複合化・集約化、 
民間活力の活用 

長寿命化、更新 

民間への 
譲渡 

解体 
改修・更新計画 

の作成 

適正な総資産量の保持 
  適切な公共サービスの提供 

【 フロー図 】 
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５ 施設類型ごとの基本的な方針 

 ⑴ 学校教育系施設 

小中学校については、「中野市小中学校長寿命化計画」に基づき適正配置を進めま

す。校舎等は、計画的な改修、整備を行います。統合により利用されなくなった校

舎等は、利活用法を検討します。 

南部学校給食センター及び北部学校給食センターについては、経年劣化による設

備等の老朽化や今後の児童生徒数の減少傾向などを踏まえ、業務運営の効率化や経

費の削減等を図るため、両学校給食センターを統合します。 

 

 ⑵ 市民文化系施設 

公民館等については、現状の機能を維持し、利用者の利便性、サービスの向上に

つながるよう、複合化や効果的な施設運営について検討します。 

市民会館については、令和６年度にリノベーションによる改修を行っており、今

後も適切な維持管理を行います。 

 

 ⑶ 社会教育系施設 

図書館、博物館等については、更なる利用者の利便性、サービスの向上につなが

るよう、複合化や民間活力の活用も含め、施設のあり方を考えていく必要があり、

管理運営方法の見直しや廃止を検討します。 

 

 ⑷ スポーツ・レクリエーション系施設 

スポーツ施設、レクリエーション施設ともに、現状の機能を維持し、利用者の利

便性、サービスの向上につながるよう、複合化や効果的な施設運営を検討します。 

なお、用途が重複する施設については、市が保有する必要性やあり方を検討しま

す。 

 

 ⑸ 産業振興施設 

農林業振興施設、商工業振興施設ともに、施設のあり方を考えていく必要があり、

社会経済状況や市民ニーズの変化等を踏まえ、市が保有する必要性や利用者数が低

下した施設は、管理運営方法の見直しや廃止を検討します。 

 

 ⑹ 子育て支援施設 

保育所については、将来人口を見据えたうえで「中野市保育所整備計画」に基づ

き、整備を進めます。 

幼児・児童施設については、既存施設を活用した複合化等、市有の建物を利用す

ることを原則としますが、安全確保や関連施設の統廃合が必要となる場合は、適切

な施設整備を検討します。 
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 ⑺ 保健・福祉施設 

保健・福祉施設については、現状の機能を維持し、利用者の利便性、サービスの

向上につながるよう、統廃合・複合化や効果的な施設運営を検討することとしてい

ます。 

 
 ⑻ 行政系施設 

庁舎等については、施設の老朽化や活用見込みのない施設については、取壊しな

どの施設のあり方を考えていく必要があります。 

消防施設については、今後も適切な維持管理を行います。 
 

⑼ 市営住宅 

市営住宅については、耐震性がなく老朽化した施設の場合は、ゼロベースで用途

の廃止か、建替えを検討します。建替えのときは、利用者のニーズを把握し、適正

な管理戸数とします。改修が必要な施設の場合は、令和２年３月に策定した「中野

市公営住宅等長寿命化計画」に基づき改修を行います。 

 
 ⑽ 公園 

公園施設については、施設の老朽化や活用見込みのない施設については取壊しな

どの施設のあり方を考えていく必要があります。 

また、都市公園の施設や遊具については、定期点検結果に基づき改修を行います。 

 
 ⑾ その他施設 

その他施設については、維持管理コストの縮減に努めることとし、更新に際して

は、その施設のニーズを精査し、必要な施設のみ更新を行います。 

 

⑿ インフラ施設 

保有量は現状維持とし、既存施設の維持修繕を主として行うこととしますが、既

存施設の改良や新たな整備に際しては、国県補助等の特定財源が確保できる場合に

限るものとします。 

既に長寿命化計画等を策定している橋りょう及び下水道施設については、それを

基に維持修繕や統廃合等を進めていきます。 
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６ フォローアップの方針 

⑴ 毎年度の進行管理 

この計画の実効性を高めるため、公共施設の具体的な再配置を定める中野市個別

施設計画に基づき、統廃合、複合化、転用、移転とした施設については、毎年度、

その進行管理を行います。 

 

⑵ 計画の見直し 

この計画は、計画期間を半分経過した５年後に見直すこととしますが、財政状況

等を見ながら、進行状況により、随時見直すこととします。 

 

⑶ 情報の提供 

公共施設の適正配置の検討にあたっては、市民や議会に対し適時情報提供を行い、

市全体で認識の共有化を図ります。 
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